
【新旧対照表】下線部分が変更箇所になります。                              

項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

表紙 

  



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

序章 新市建設

計画策定の方針 

２ 計画策定の

方針 

 

第 1 章 新市の

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）計画の期間 

本計画における根幹となるべき事業、公共的施設の統合整備及び財政

計画は、平成 17 年度から平成 31 年度までの 15 カ年の期間について定め

るものとします。 

 

 

（11）現状と課題のまとめ 

 

 

 

 

 

（3）計画の期間 

本計画における根幹となるべき事業、公共的施設の統合整備及び財政

計画は、平成 17 年度から令和 6 年度までの 20 カ年の期間について定め

るものとします。 

 

 

（11）現状と課題のまとめ 

 

 

 

 



項目名 

第２章 主要指

標の見通し 

変更前（旧） 

１ 将来人口 

将来人口は、コーホート要因法※による推計で平成 32年には総人口

46,400 人で、年少人口（0～14歳）5,800 人、生産人口（15～64 歳）25,000

人、高齢人口（65歳以上）15,600 人になると想定されます。 

全国的には平均出生率の低下によって少子高齢化が進み、平成 22 年を

ピークに人口が減少しています。同様に熊本県でも人口が減少していま

す。新市では、平成 12年までは総人口の増加がみられるものの、平成

12 年以降は総人口についても、年少人口、生産年齢人口とともに減少を

続けています。 

したがって、今後は人口減少に歯止めをかけるとともに、人口増加を

図るための政策を行う必要があります。 

 

【将来人口の予測（単位：人）】 

平成２年 平成７年 平成１２年 平成1７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年

総人口 51,610 52,545 52,636 51,862 50,194 48,300 46,400
年少人口 10,054 9,544 8,620 7,433 6,749 6,200 5,800
生産人口 32,465 32,179 31,711 30,942 29,611 27,300 25,000
高齢人口 9,091 10,822 12,305 13,487 13,834 14,800 15,600
高齢化率 17.6 20.6 23.4 26.0 27.6 30.6 33.6

実績値 推計値  

 

変更後（新） 

１ 将来人口 

将来人口は、コーホート要因法による推計で令和 7 年には総人口

43,800 人で、年少人口（0～14歳）5,700 人、生産人口（15～64 歳）21,700

人、高齢人口（65歳以上）16,400 人になると想定されます。 

全国的には平均出生率の低下によって少子高齢化が進み、平成 22 年を

ピークに人口が減少しています。同様に熊本県でも人口が減少していま

す。新市では、平成 12 年までは総人口の増加がみられるものの、平成

12 年以降は総人口についても、年少人口、生産年齢人口とともに減少を

続けています。 

したがって、今後は人口減少に歯止めをかけるとともに、人口増加を

図るための政策を行う必要があります。 

 

【将来人口の予測（単位：人）】 

 

 

 

 



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第２章 主要指

標の見通し 

 

 

 

 

 

【コーホート要因法による人口予測（単位：人）】 

 

 

 

【コーホート要因法による人口予測（単位：人）】 

 

 

 



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第２章 主要指

標の見通し 

※コーホート要因法・・・人口を年齢別に５歳ごとの階層に分け、各階

層が５年ごとに１階層上がる際、どれだけ増減するかを計算する人口推

計の一般的な方法です。この推計では、今後の政策的な要因による人口

増加は含まれていません。 

 

２ 世帯数の推移 

新市の世帯数は、推計した世帯規模とコーホート要因法により推計し

た将来人口により算出しました。 

なお、新市の世帯規模は、過去の推移を見ると減少傾向にあるが、将

来は、その傾向が緩やかになるという条件の基に推計しました。 

その結果、新市の世帯規模は平成 32年には 2.54 人／世帯と予測され、

世帯数は平成 32 年には 18,300 世帯と想定されます。 

 

【世帯数の推移】 

 

削除 

 

 

 

 

２ 世帯数の推移 

新市の世帯数は、推計した世帯規模とコーホート要因法により推計し

た将来人口により算出しました。 

なお、新市の世帯規模は、過去の推移を見ると減少傾向にあるが、将

来は、その傾向が緩やかになるという条件の基に推計しました。 

その結果、新市の世帯規模は令和 7年には 2.37 人／世帯と予測され、

世帯数は令和 7年には 18,500 世帯と想定されます。 

 

【世帯数の推移】 
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項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第２章 主要指

標の見通し 

 

３ 就業人口の推移 

新市の就業人口を昭和 55年から平成 22年の産業別就業人口の推移か

ら推計すると、平成 32年の産業別就業者人口は 23,100 人と予測されま

す。 

産業別に見ると第 1次産業 3,700 人、第 2 次産業 5,700 人、第 3次産

業 13,700 人であり、平成 22年と比較すると、第 1 次産業が約 900 人の

減少、第 2次産業が約 700 人の減少、第 3 次産業が約 500 人増加するこ

とになります。  

 

【就業人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

３ 就業人口の推移 

新市の就業人口を昭和 55 年から平成 27 年の産業別就業人口の推移か

ら推計すると、令和7年の産業別就業者人口は21,700人と予測されます。 

産業別に見ると第 1 次産業 3,300 人、第 2 次産業 5,400 人、第 3 次産

業 13,000 人であり、平成 27 年と比較すると、第 1 次産業が約 900 人の

減少、第 2 次産業が約 800 人の減少、第 3 次産業が約 100 人減少するこ

とになります。 

 

 

【就業人口の推移】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（人） （人） 



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第４章 新市の

施策 

●高齢者福祉の充実 

 

●老人保健事業の充実 

・複雑・多様化する老人保健福祉において、老人保健福祉計画に基づき、

保健・医療・福祉サービスを、効率的・効果的に実施します。 

・受診者が、自分の体の状態を知り、早期に健康づくりに取り組むこと

ができるように、総合的な検診を推進します。 

 

 

●高齢者保健福祉の充実 

 

削除 

 削除 

 

 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第４章 新市の

施策 

  



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第５章 新市に

おける熊本県事

業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 財政計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 保健・医療・福祉の充実 

菊池地域保健医療計画、県高齢者保健福祉計画、くまもと障害者プラ

ン、菊池地域母子（親子）保健計画等の各種県計画に基づき、新市や関

係機関・団体と連携しながら、ライフステージに応じた保健医療対策、

利用者のニーズに応じた福祉サービスの充実など、「すべての人」を視野

に入れたユニバーサルデザインの考え方で、誰もが快適に安心して暮ら

せる社会づくりに努めます。 

特に、高齢者対策については、新市の高齢化率が高いことから、体力

低下防止、疾病の予防、介護予防等に積極的に取り組むとともに、在宅

介護支援センター等相談体制の充実、関係者のネットワークの強化等を

推進します。 

 

１ 前提条件等 

本計画は、合併後の平成 17 年度から平成 31年度までの 15 年間につい

て、歳入・歳出の項目ごとに過去の実績を基礎として、合併に係る特例

措置を見込み、普通会計ベースで策定しています。 

なお、平成 17 年度から平成 24年度までは決算額であり、平成 25 年度

以降については現行制度を基本として、以下のとおり推計しています。 

 

 

(1) 歳入 

ア 略 

 

 

 

 

 

4 保健・医療・福祉の充実 

菊池地域保健医療計画、県高齢者福祉計画、くまもと障がい者プラン、

菊池地域母子（親子）保健計画等の各種県計画に基づき、新市や関係機

関・団体と連携しながら、ライフステージに応じた保健医療対策、利用

者のニーズに応じた福祉サービスの充実など、「すべての人」を視野に入

れたユニバーサルデザインの考え方で、誰もが快適に安心して暮らせる

社会づくりに努めます。 

特に、高齢者対策については、新市の高齢化率が高いことから、体力

低下防止、疾病の予防、介護予防等に積極的に取り組むとともに、地域

包括支援センター等相談体制の充実、関係者のネットワークの強化等を

推進します。 

 

１ 前提条件等 

本計画は、合併後の平成 17 年度から令和 6年度までの 20 年間につい

て、歳入・歳出の項目ごとに過去の実績を基礎として、合併に係る特例

措置を見込み、普通会計ベースで策定しています。 

なお、平成 17年度から平成 30年度までは決算額、令和元年度は当初

予算額であり、令和 2 年度以降については現行制度を基本として、以下

のとおり推計しています。 

 

(1) 歳入 

ア 略 

 

 

 

 

 



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第７章 財政計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地方譲与税等 

地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、利子割交付

金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金等

があり、過去の実績により見込んでいます。地方消費税交付金について

は、消費税率の引き上げに伴う増収を見込んでいます。 

 

ウ 地方交付税 

普通交付税及び特別交付税があり、国の地方財政計画を考慮するとと

もに、合併特例債にかかる元利償還額の 70％の普通交付税措置分を見込

んでいます。また平成 27年度から平成 31 年度までの特例措置期間の終

了（一本算定）に向けた段階的な減額を考慮しています。 

 

 

エ・オ 略 

 

カ 国・県支出金 

過去の実績及び計画事業における財源を見込んでいます。 

 

キ 地方債 

新市建設計画における主要事業等を基に、通常の地方債のほか合併特

例債の活用を見込んでいます。平成 25 年度までの時限的措置である臨時

財政対策債については、平成 26年度以降も継続して発行されるものとし

て推計しています。 

 

ク その他の収入 

財産収入、繰入金、繰越金、諸収入等があり、過去の実績      

により見込んでいます。 

イ 地方譲与税等 

地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、利子割交

付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金        等

があり、過去の実績により見込んでいます。地方消費税交付金につい

ては、消費税率の引き上げに伴う増収を見込んでいます。 

 

ウ 地方交付税 

普通交付税及び特別交付税があり、国の地方財政計画を考慮するとと

もに、合併特例債にかかる元利償還額の 70％の普通交付税措置分を見込

んでいます。また、平成 27 年度から令和元年度までは普通交付税の合併

算定替による段階的な縮減措置を、令和 2 年度以降は一本算定による額

を考慮しています。 

 

エ・オ 略 

 

カ 国・県支出金 

        計画事業における財源を見込んでいます。 

 

キ 地方債 

新市建設計画における主要事業等を基に、通常の地方債のほか合併特

例債の活用を見込んでいます。                   

臨時財政対策債については、令和 2年度以降も継続して発行されるもの

として推計しています。 

 

ク その他の収入 

財産収入、繰入金、繰越金、諸収入等があり、過去の実績及び推計の

積み上げにより見込んでいます。 



項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

第７章 財政計

画 

(2) 歳出 

 

ア 人件費 

人件費とは、議員報酬、特別職給与、職員給与、共済費等があります。 

組織体制の見直し等による人件費削減を見込んでいます。 

 

 

イ 物件費 

物件費とは、業務（ごみ収集や施設等の管理等）を委託する経費や事

務の経費等です。 

過去の実績を基に、消費税増税を加味し、運営方法の見直しによる削

減効果を見込んでいます。 

 

ウ 扶助費 

扶助費とは、福祉関係の措置費や福祉医療扶助費の経費等です。 

過去の実績を基に、今後の社会保障経費の増加を見込んでいます。 

 

 

エ 略 

 

オ 公債費 

公債費とは、主に建設事業を行う際に借り入れた借入金の返済金です。 

現在までの借入れに対する元利償還金に、新市建設計画普通建設事業                 

及び臨時財政対策債の元利償還金を見込んでいます。 

(2) 歳出 

 

ア 人件費 

人件費とは、議員報酬、特別職給与、職員給与、共済費等があります。 

令和 2年度からの会計年度任用職員制度の導入による影響額を見込ん

でいます。 

 

イ 物件費 

物件費とは、業務（ごみ収集や施設等の管理等）を委託する経費や事

務の経費等です。 

過去の実績及び推計の積み上げにより算出し、運営方法の見直し等に

よる削減効果を見込んでいます。 

 

ウ 扶助費 

扶助費とは、福祉関係の措置費や福祉医療扶助費の経費等です。 

過去の実績および保育料無償化の影響を考慮し、今後の社会保障経費の

増加を見込んでいます。 

 

エ 略 

 

オ 公債費 

公債費とは、主に建設事業を行う際に借り入れた借入金の返済金です。 

現在までの借入れに対する元利償還金に、新市建設計画普通建設事業

をはじめとした計画事業における借入額及び臨時財政対策債の元利償還

金を見込んでいます。 

 

 

 



ページ 項目名 変更前（旧） 変更後（新） 

８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 財政

計画 

カ・キ 略 

 

ク その他の支出 

維持補修費、貸付金、災害復旧費等があり、過去の実績     

により見込んでいます。 

 

(3) 国・県の支援 

ア・イ 略 

 

ウ 合併特例債 

●合併後の市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置 

 【 15 年間標準全体事業費の上限約 224.3 億円、普通交付税算入

額 約 149.1 億円】 

合併に伴い必要となるまちづくりのための事業については、事業

費の 95％が合併特例債が充当でき、その内元利償還金の 70％が後年

度において普通交付税の基準財政需要額として措置されます。 

●合併後の市町村の振興のための基金造成に対する財政措置 

 【標準基金規模の上限約 25.6 億円、普通交付税算入額 約 17 億円】 

合併後の市町村における地域振興のための基金造成については、

標準基金規模の上限 95％に合併特例債が充当でき、その内元利償還

金の 70％が後年度において普通交付税の基準財政需要額として措

置されます。 

 

エ・オ 略 

カ・キ 略 

 

ク その他の支出 

維持補修費、貸付金、災害復旧費等があり、過去の実績及び推計の

積み上げにより見込んでいます。 

 

(3) 国・県の支援 

ア・イ 略 

 

ウ 合併特例債 

●合併後の市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置 

 【 20 年間標準全体事業費の上限約 224.3 億円、普通交付税算入額 

約 149.1 億円】 

合併に伴い必要となるまちづくりのための事業については、事業費

の 95％に合併特例債が充当でき、その内元利償還金の 70％が後年度

において普通交付税の基準財政需要額として措置されます。 

●合併後の市町村の振興のための基金造成に対する財政措置 

 【標準基金規模の上限約 25.7 億円、普通交付税算入額 約 17 億円】 

合併後の市町村における地域振興のための基金造成については、標

準基金規模の上限 95％に合併特例債が充当でき、その内元利償還金

の 70％が後年度において普通交付税の基準財政需要額として措置さ

れます。 

 

エ・オ 略 



 

項目名 変更前（旧） 

第７章 財政計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項目名 変更後（新） 

第７章 財政計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


